
法 令 則オンライン診療受診施設設置届出書 ８② 開設後１０日以内 1オンライン診療受診施設休止・再開届出書 ８の２② 発生後１０日以内 2オンライン診療受診施設廃止届出書 ９① 発生後１０日以内 3オンライン診療受診施設廃止届出書 ９② 発生後１０日以内 4開設届出事項中の
一部変更（要届出）

・設置者の住所及び氏名（法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地）・名称・設置の場所・敷地の面積及び平面図・建物の構造概要及び平面図 オンライン診療受診施設届出事項変更届 ４④ 発生後１０日以内 5

開設したとき
廃止したとき休止、再開したとき

設置者が死亡・失踪の宣告を受けたとき

オンライン診療受診施設 届出手続一覧表事項 申請届出の様式 根拠法令 提出期限 様式番号


